
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  債務超過でない者に対する債権放棄 

Ｑ：子会社の業績が悪く、このままいくと

許認可が取り消され、営業の継続が難しくな

ります。そこで、子会社に対する債権を放棄

して経営支援をしようと思うのですが、この

場合の債権放棄はどのように扱われるのでし

ょうか？ 

 

Ａ：経済合理性があると認められる場合は、

寄付金以外の損金にすることが認められます。 

【解説】 

債務超過でない債務者に対して債権放棄を

した場合、原則として、寄附金課税の対象に

なりますが、債務超過でない債務者に対する

債権放棄でも、営業状態や債権放棄等に至っ

た事情等からみて経済合理性を有すると認め

られる場合には、寄附金に該当しないものと

して損金算入が認められることになっていま

す。 

子会社等の再建等に際して債権放棄等を行

う場合であれば、例えば、次のような場合が

これに該当するものと考えられます。 

 ①営業を行うために必要な登録、認可、許可

等の条件として法令等において一定の財産

的基礎を満たすこととされている業種にあ

っては、仮に赤字決算等のままでは登録等

が取り消され、営業の継続が不可能となり

倒産に至ることとなるが、これを回避する

ために財務体質の改善が必要な場合 

 ②営業譲渡等による子会社等の整理等に際し

て、譲受者側等から赤字の圧縮を強く求め

られている場合 
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